
長崎県教育委員会では、教育基本法や員崎県教育方針に掲げる理念の具現化に向け、「第下期

長鞘郭黒勃岸封園輿理朝時汁画F(平翡見21～ 25年度)」 、 「第二期員崎県教育振興基本計画 (引陶戎2

6走 30年度)」 に基づき、「長崎の明日を拓く人 。学校 0地域づくり」のテーマのもと本県教

育の振興を図つてきまし亀

この間、我が国においては少子高齢化の進行、技術革新や高度情報化、グロ‐バル化の進展

などにより、社会状況は急速かつ急激に変化してきています。また、人生 100年時代をより

豊力Чこ生きるために一人一人がその生涯を通じて活躍することができる社会の実現など、取り

組むべき数多くの課題が山積しています。        ′

急速な変化への対応力を身に付け、自己の能力と可能性を高め、社会で活躍する人材を育成

することは、ふるさと長崎及び我が国の持続的な成長・発展を実現する基盤となるものです。

特に、これからの社会を生きる子どもたちには、夢と志に向かつて、自ら学び、考え、行動で

きる力や多様な人々と連携・協働しながら新たな価値を創造していく力が求められています。

そのためには、教育の充実 B活性化が急務です。

予測困難で、変化の激しい社会の中を生き抜いていく人材を育成するために、国においては、

道徳の教科化、英語教育の導入 B充実、小中一貫教育の制度化など、様々な学校教育改革を進め

ています。加えて、学校、家庭、地域の連携 □協働体制を構築し、子育て等の地域課題の解決に

向けた様々な取組を通した活力ある地域づくりを進めるための諸施策を展開していまサ。

このような国の教育改革の動向を踏まえながらヽ 本県の教育施策を進めていぐ必要があります。

「第二期長崎県教育振興基本計画」においては、現行計画の成果と課題を検証するとともに、

教育を取り巻く趨勢や国の教育改革の動向等を踏まえ、取り組むべき施策を明ら力ヽ こすること

により、本県教育の一層の充実を図り、着実に推進していくために策定するものです。
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本計画は、教育基本法第 17条第 2項の規定に基づき長崎県が定める、教育の振興のための

施策に関する基本的な計画です。

また、「長崎県総合計画チャレンジ2020」 (平成28年度～32年度)における教育分野

の個別計画です。

計画の期間は、平成31年度から35年度までの5年間とし、計画の対象範囲は、教育、文

化芸術、スポーツや私学振興 a県立大学となっています。

本県における教育の振
興のためのね策に関す
る基本的な計画

長崎県総合計画 チャレンジ2020
(H28～ H32)

将来像 基本戦略

人
、

産
業
、

地
域

が
輝

く
　
た
く
ま

し

い
長
崎

県
づ

く

り

本

念

基

理

地域のみんなが

支えあう長崎県

次代を担う『人

財』豊かな

長崎県

7 ■(■ ,.14■ 生二●IⅢ

=:iを
||■ ず「

―

8 え|■ Fi!ri■itと■
=■

rt

力強い産業を

創造する長崎県

安心快適な

暮らし広がる

長崎県

0生きがいを持つて活躍できる社会々 つくる

0互 いに支えあい見守る社会をつくる

0交 流を生み出し活力を取り込む

0交 流を支える地域を創出する

0次代を担う子ども補む

0産業を支える人材を育て、活んヽす

0た くまい 経済と良質な屋用を創出する

oに ぎゎぃと暮らしを支える注会峯撃を整備する

Ｂ

日

Ｌ

2


